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対
馬
宗
家
の
長
崎
と
の
関
り
に
関
す
る
考
察 

―
貞
享
三
年
の
幕
府
対
外
政
策
を
事
例
に
―

松
　
尾
　
晋
　
一

は
じ
め
に

　

対
馬
宗
家
の
研
究
は
、
こ
れ
ま
で
日
朝
関
係
の
解
明
に
繋
が
る
多
く
の
成
果
が
発
表
さ
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
傾
向
に
対
馬
宗
家
と
長
崎
と
の
関

係
解
明
を
近
年
試
み
て
い
る
の
が
岡
本
健
一
郎
で
あ
る
。
岡
本
は
対
馬
藩
の
長
崎
聞
役
、御
用
商
人
、長
崎
屋
敷
に
注
目
し
て
、具
体
的
な
機
能
を
解

明
し
て
お
り
、
成
果
の
意
義
は
非
常
に
大
き
い
。
筆
者
も
有
事
に
お
け
る
宗
家
の
長
崎
と
の
関
り
を
取
り
扱
い
、
長
崎
で
の
情
報
収
集
や
他
大
名
の

動
き
を
ふ
ま
え
て
動
く
状
況
な
ど
を
明
ら
か
に
し
、
こ
の
ほ
か
、
宗
家
が
朝
鮮
か
ら
得
た
情
報
の
国
内
流
通
や
価
値
な
ど
の
検
討
を
行
っ
て
、
国
内

に
お
け
る
宗
家
が
果
た
し
て
き
た
役
割
な
ど
も
解
明
し
て
き
た
。
だ
が
、
寄
合
が
い
つ
の
時
代
か
ら
は
じ
ま
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
寄
合
で
話
題
に

さ
れ
た
内
容
の
時
代
的
変
化
な
ど
、
未
だ
基
礎
的
な
こ
と
が
解
明
さ
れ
て
い
な
い
段
階
と
言
え
る
。

　

こ
う
し
た
理
解
を
ふ
ま
え
て
本
稿
で
は
、
別
稿
「
綱
吉
政
権
に
よ
る
異
国
船
対
応
策
と
幕
藩
関
係
―
長
崎
奉
行
と
大
名
家
の
す
り
合
わ
せ
」（
以

下
、
別
稿
と
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
指
す
）
で
紙
幅
の
関
係
上
原
文
を
あ
げ
ら
れ
な
か
っ
た
資
料
を
紹
介
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
こ
れ
は
、
基

礎
的
な
こ
と
の
解
明
の
前
に
関
係
史
料
の
発
掘
、
お
よ
び
情
報
の
共
有
が
必
要
だ
と
考
え
る
た
め
で
あ
る
。
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一
　
幕
府
と
宗
家
と
の
や
り
取
り

　

別
稿
で
は
、
貞
享
三
（
一
六
八
六
）
年
幕
府
が
「
唐
一
統
」
に
よ
り
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
播
へ
警
戒
し
た
こ
と
を
取
り
上
げ
た
。
幕
府
は
、
朝
鮮
経

由
で
の
伝
播
を
特
に
警
戒
し
て
お
り
、
対
馬
藩
主
宗
義
真
は
こ
の
年
江
戸
城
に
登
城
し
た
際
、
大
久
保
忠
朝
以
下
老
中
列
座
で
日
朝
関
係
に
関
す
る

や
り
取
り
が
あ
り
、
朝
鮮
半
島
か
ら
キ
リ
シ
タ
ン
が
渡
っ
て
こ
な
い
よ
う
に
警
戒
す
べ
き
と
指
示
を
受
け
た
。
そ
の
後
、
幕
府
は
九
州
に
所
領
を
持

つ
諸
大
名
家
に
キ
リ
シ
タ
ン
へ
の
警
戒
を
お
ろ
そ
か
に
し
な
い
こ
と
、
長
崎
は
大
切
な
場
所
で
、
万
一
異
様
な
変
わ
っ
た
異
国
船
の
来
航
な
ど
あ
れ

ば
長
崎
奉
行
に
相
談
す
る
よ
う
に
命
じ
た
。
藩
主
が
在
国
の
場
合
、
老
中
は
留
守
居
を
私
邸
に
呼
び
出
し
て
「
覚
」
を
渡
し
、
藩
主
が
在
府
の
場
合

は
老
中
の
私
邸
に
出
向
き
、「
覚
書
」
を
受
け
取
っ
て
い
る
。
宗
家
の
場
合
は
、
藩
主
義
真
が
在
府
中
で
、
つ
ぎ
の
史
料
を
み
る
と
九
月
二
日
の
こ

と
だ
っ
た
。

　
【
史
料
１
】

　

貞
享
三
年
年
九
月
二
日
阿
部
豊（
正
武
）

後
守
殿
御
宅
へ
被
召
寄
候
時
之
覚
書

一
豊（
阿
部
正
武
）

後
守
殿
へ
掛
御
目
候
処
、
御
書
付
一
通
被
御
持
居
被
仰
候
ハ
、
此
書
付
ハ
在
国
之
大
名
方
へ
奉
書
ヲ
以
被
仰
渡
候
、
在
府
之
衆
へ
は
手
寄

ニ
相
渡
申
候
、
御
自
分
へ
は
私
方
ゟ
渡
し
申
候
そ
れ
ニ
而
御
読
候
而
御
覧
候
へ
と
被
仰
御
渡
被
成
候
、
則
請
取
拝
見
申
候
而
、
載
申
候
時
、

彼
方
ゟ
被
仰
候
ハ
、
切
死
丹
宗
門
御
詮
議
御
座
候
へ
共
、
只
今
ハ
何
方
ニ
も
吉
利
支
丹
出
申
た
る
沙
汰
無
之
候
、
若
不
詮
議
ニ
も
御
座
候
か
、

兼
々
無
油
断
致
吟
味
候
へ
と
の
御
事
ニ
候
、　

上
ニ
ケ
様
之
思
召
ニ
而
候
御
尤
之
義
と
存
候
、
御
尤
之
義
ニ
而
ハ
無
御
座
候
哉
と
被
仰
候
付
、

謹
而
致
会
釈
候
、
彼
方
ゟ
被
仰
候
ハ
、
昨
今
唐
一
統
之
義
ニ
而
候
、
万
一
も
異
様
成
替
り
た
る
船
も
参
り
候
ハ
ヽ
、
長
崎
へ
可
被
仰
談
候
、

御
在
所
へ
も
可
被
仰
越
候
と
被
仰
候
、
奉
畏
候
、
弥
入
念
可
申
付
候
と
御
返
答
申
上
候
、
今
朝
は
早
朝
御
出
候
様
申
遂
候
付
早
々
出
被
成
、

御
自
分
ニ
ハ
御
気
分
ニ
御
障
り
候
無
御
座
候
哉
、
相
障
り
可
申
か
と
存
候
由
被
仰
聞
候
、
則
退
出
候
処
本
間
之
縁
側
迄
御
送
出
、
そ
れ
ニ
ハ

人
も
数
多
御
座
候
故
、
不
被
出
候
と
御
挨
拶
也
、
互
い
ニ
一
礼
仕
罷
帰
候
、

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
宗
家
の
場
合
、
義
真
が
老
中
阿
部
正
武
の
屋
敷
に
呼
び
出
さ
れ
、
ま
ず
藩
主
が
在
国
の
大
名
家
へ
は
奉
書
を
渡
し
て
命
じ
ら
れ
、

藩
主
が
在
府
の
場
合
、
こ
と
の
つ
い
で
に
「
覚
書
」
が
渡
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
た
説
明
を
受
け
た
。
そ
の
う
え
で
義
真
へ
は
私
（
阿
部
正
武
）
か
ら

渡
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
と
、
書
付
を
お
読
み
に
な
り
拝
見
す
る
こ
と
を
お
命
じ
に
な
っ
た
。
義
真
は
こ
れ
を
受
け
取
り
拝
見
し
た
。
そ
の
後
写
し
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て
い
る
時
に
阿
部
が
義
真
に
仰
せ
に
な
っ
た
の
は
、「
キ
リ
ス
ト
教
の
詮
議
を
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
今
は
ど
こ
で
あ
っ
て
も
キ
リ
シ
タ
ン
を
発
見

し
た
と
い
っ
た
報
告
が
な
い
。
も
し
か
す
る
と
キ
リ
シ
タ
ン
の
詮
議
を
怠
っ
て
い
る
の
か
。
以
前
か
ら
油
断
な
く
吟
味
す
る
よ
う
に
、
と
の
こ
と
で

あ
る
。
将
軍
（
綱
吉
）
が
こ
う
し
た
お
考
え
で
あ
る
の
は
ご
尤
も
な
こ
と
だ
と
存
じ
ま
す
。
ご
尤
も
な
こ
と
で
は
な
い
か
」
と
い
う
内
容
だ
っ
た
。

こ
れ
を
受
け
義
真
は
謹
ん
で
会
釈
を
し
た
。
義
真
は
、
こ
う
し
て
幕
府
の
方
針
に
恭
順
の
意
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
後
阿
部
が
、「
昨
今
唐
一
統
に
な
っ
た
。
万
一
異
様
な
変
わ
っ
た
船
の
来
航
が
あ
っ
た
場
合
は
、
長
崎
へ
知
ら
せ
る
こ
と
。
在
所
（
対
馬
府

中
）
へ
も
こ
の
こ
と
を
伝
え
る
よ
う
に
」
と
仰
せ
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
謹
ん
で
承
っ
た
。
そ
し
て
、「
い
よ
い
よ
念
を
入
れ
る
よ
う
に
と
命
じ
る
」

と
返
答
し
た
。
阿
部
か
ら
最
後
に
、「
今
朝
は
早
朝
に
出
向
く
よ
う
に
と
申
し
付
け
た
の
で
早
々
に
屋
敷
を
出
ら
れ
、
ご
自
身
の
体
調
に
は
支
障
な

か
っ
た
か
、
支
障
が
あ
っ
た
か
」
と
尋
ね
ら
れ
、
即
退
出
し
た
と
こ
ろ
本
間
の
縁
側
迄
お
送
り
く
だ
さ
っ
た
。

　

以
上
か
ら
、
ま
ず
幕
府
は
宗
家
に
、
八
月
九
日
藩
主
義
真
が
江
戸
城
に
登
城
し
た
際
に
唐
一
統
に
伴
い
朝
鮮
半
島
よ
り
キ
リ
シ
タ
ン
が
渡
っ
て
く

る
こ
と
へ
警
戒
す
る
よ
う
に
伝
え
た
。
そ
の
後
、
九
州
の
諸
大
名
に
キ
リ
シ
タ
ン
へ
の
警
戒
と
変
わ
っ
た
異
国
船
が
領
内
に
来
航
し
た
場
合
、
長
崎

奉
行
へ
伝
え
る
こ
と
を
命
じ
た
。
こ
の
伝
達
方
法
は
、
藩
主
在
国
と
藩
主
在
京
で
異
な
っ
た
。
宗
家
の
場
合
、
藩
主
が
在
京
し
て
い
た
こ
と
か
ら
老

中
の
私
邸
に
藩
主
が
赴
き
、
指
示
を
受
け
た
。
老
中
が
直
接
各
大
名
そ
れ
ぞ
れ
に
指
示
を
伝
達
し
、
そ
の
際
幕
府
の
方
針
の
ほ
か
、
大
名
家
へ
の
伝

達
方
法
ま
で
も
伝
え
た
こ
と
が
宗
家
の
事
例
か
ら
明
ら
か
と
な
っ
た
。

　

以
上
を
ふ
ま
え
る
と
、
幕
府
が
朝
鮮
か
ら
の
キ
リ
ス
ト
教
伝
播
へ
警
戒
心
を
強
く
も
っ
て
い
た
も
の
の
、
朝
鮮
―
対
馬
と
い
っ
た
ラ
イ
ン
で
の
警

戒
態
勢
で
は
な
く
、
組
織
立
て
た
体
制
、
つ
ま
り
現
地
レ
ベ
ル
で
は
長
崎
奉
行
を
核
と
し
て
九
州
に
所
領
を
持
っ
た
大
名
家
で
有
事
に
備
え
た
こ
と

が
わ
か
る
。

二
　「
長
崎
代
官
」
の
職
務

　

宗
家
は
、
一
で
確
認
し
た
よ
う
に
幕
府
が
朝
鮮
を
警
戒
し
て
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
。
そ
し
て
他
の
九
州
の
大
名
家
と
同
様
に
キ
リ
シ
タ
ン
へ

の
警
戒
と
不
審
船
の
発
見
時
、
長
崎
奉
行
へ
知
ら
せ
る
こ
と
を
命
じ
ら
れ
た
。
そ
の
後
他
の
大
名
家
は
、
宗
義
真
が
指
示
さ
れ
た
内
容
を
伝
え
ら
れ

た
が
、
幕
府
が
朝
鮮
を
警
戒
し
て
い
た
こ
と
ま
で
は
知
り
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
状
況
を
ふ
ま
え
る
と
、
宗
家
は
他
の
大
名
家
と
は
異
な
る
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緊
張
感
を
持
た
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

　

現
に
国
元
か
ら
長
崎
代
官
を
長
崎
へ
派
遣
し
た
こ
と
は
、
別
稿
で
記
し
た
通
り
で
あ
る
。
他
の
大
名
家
で
は
、
聞
役
と
言
わ
れ
る
職
の
こ
と
で
あ

り
、
詳
細
に
つ
い
て
は
、「
は
じ
め
に
」
で
も
紹
介
し
た
岡
本
健
一
郎
の
研
究
成
果
を
参
照
さ
れ
た
い
（
本
稿
で
は
、
史
料
を
引
用
す
る
時
を
除
き
、

他
大
名
家
の
同
役
と
の
議
論
を
妨
げ
な
い
意
図
か
ら
「
聞
役
」
と
表
現
す
る
）。

　

さ
て
、
こ
の
時
派
遣
さ
れ
た
の
が
津
江
左
太
郎
で
あ
っ
た
。
別
稿
で
説
明
し
た
よ
う
に
こ
の
時
、
す
な
わ
ち
貞
享
三
年
一
〇
月
二
八
日
付
で
家
老

か
ら
四
通
の
「
覚
」
を
津
江
は
受
け
取
っ
た
。
以
下
は
別
稿
で
原
文
の
紹
介
が
で
き
な
か
っ
た
三
通
（【
史
料
２
】
①
～
③
）
で
あ
る
。

　
【
史
料
２
】

　
　

①
　
　
　

覚

一
従　

公
儀
兼
々
被　

仰
出
候
御
法
度
之
趣
并
長
崎
表
御
制
禁
之
通
堅
相
守
可
申
候
、
及
対
州
法
度
之
條
々
違
背
仕
間
敷
事
、

一
御
奉
行
所
者
不
及
申
、
惣
而
御
直
勤
之
衆
江
無
礼
仕
間
鋪
事
、

一
問
屋
請
な
し
に
脇
宿
仕
間
敷
事
、

一
使
者
飛
脚
ニ
差
渡
此
方
用
事
相
済
候
ハ
ヽ
私
用
と
し
て
片
時
茂
逗
留
仕
間
敷
候
、
惣
而
侍
・
町
人
に
よ
ら
す
博
奕
・
傾
城
町
江
不
可
参
候
、

附
喧
嘩
口
論
不
仕
様
可
相
嗜
候
、
勿
論
む
さ
と
町
あ
る
き
仕
間
鋪
候
事
、

一
対
州
田
代
之
諸
商
人
為
商
売
罷
渡
候
刻
、
諸
事
相
嗜
従　

公
儀
少
茂
御
と
か
め
無
之
様
可
申
聞
候
、
尤
法
度
柄
商
売
不
仕
候
様
ニ
堅
可
申
付

候
、
附
礼
日
者
不
及
申
、
折
々
代
官
方
へ
可
参
候
、
用
事
有
之
而
召
寄
候
節
者
、
急
度
罷
出
可
任
差
図
旨
可
申
渡
候
、
若
行
規
相
背
者
於
有

之
者
帰
国
申
付
、
子
細
を
具
可
申
越
事
、

右
之
旨
使
者
・
飛
脚
・
町
人
下
々
に
至
迄
申
聞
、
相
守
候
様
可
申
付
者
也
、
仍
壁
書
如
件
、

右
之
通
被　

仰
出
候
間
、
堅
相
守
候
様
可
被
申
付
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

多
田
與
左
衛
門

貞
享
三
丙
寅
年
十
月
廿
八
日　
　
　
　
　
　
　

樋
口
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

杉
村
伊
織
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津
江
左
太
郎
殿

　

対
馬
か
ら
長
崎
へ
は
使
者
や
飛
脚
を
は
じ
め
か
な
り
の
数
の
領
民
が
赴
い
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
、
①
は
そ
れ
ら
領
民
へ
の
指
示
内
容
で
あ
り
、

現
地
長
崎
で
は
「
長
崎
代
官
」（
津
江
左
太
郎
）
が
そ
れ
ら
の
者
た
ち
を
把
握
す
る
立
場
に
あ
っ
て
こ
れ
を
守
ら
せ
る
役
目
に
あ
っ
た
こ
と
が
こ
こ

か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
お
そ
ら
く
①
の
内
容
は
「
長
崎
代
官
」
が
交
代
す
る
た
び
に
確
認
さ
れ
た
と
推
測
す
る
。
注
目
し
た
い
の
は
五
条
目
で
、

田
代
領
（
現
佐
賀
県
鳥
栖
市
）
の
諸
商
人
に
ふ
れ
て
い
て
、「
礼
日
者
不
及
申
、
折
々
代
官
方
へ
可
参
候
」
と
あ
る
の
で
、
定
期
的
に
彼
ら
と
長
崎

代
官
が
面
会
す
る
日
が
決
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
　

②
　
　
　
　
　
　
　

覚

従
已
前
度
々
如
被　

仰
出
候
役
々
方
へ
唯
今
迄
仕
来
候
儀
、
或
勘
定
方
ゟ
之
難
為
差
図　

御
為
不
宜
儀
有
之
者
、
幾
度
茂
可
被
申
出
候
、
以
御

詮
議
可
被
相
改
候
、
手
代
へ
茂
此
趣
被
申
聞
、
少
茂
御
責
不
罷
成
様
ニ
可
被
相
勤
候
、
若
御
責
之
儀
被
仕
候
段
被　

聞
召
、
御
詮
議
之
上
被
相

改
候
者
可
為
越
度
候
間
、
諸
事　

御
為
之
儀
被
存
寄
候
者
、
無
遠
慮
急
度
可
被
申
出
候
、
此
段
依
御
意
如
此
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

多
田
與
左
衛
門

寅
十
月
廿
八
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

樋
口
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

杉
村
伊
織

　
　
　
　
　
　

津
江
左
太
郎
殿

　

こ
れ
は
津
江
の
職
務
に
対
す
る
心
構
え
を
示
し
た
も
の
で
、
現
地
の
仕
来
り
、
も
し
く
は
勘
定
方
の
指
示
な
ど
で
き
ず
、「
御
為
」
つ
ま
り
宗
家

に
と
っ
て
良
く
な
い
こ
と
が
あ
れ
ば
、
何
度
で
も
国
元
（
府
中
）
へ
申
し
出
る
こ
と
。
ご
詮
議
を
行
い
改
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
手
代
へ
も
こ
の
こ

と
は
伝
え
、
少
し
も
（
藩
か
ら
）
責
め
ら
れ
な
い
よ
う
に
勤
め
る
こ
と
。
も
し
責
め
ら
れ
る
こ
と
が
お
耳
に
入
っ
て
、
詮
議
の
結
果
改
め
る
必
要
が

あ
れ
ば
落
ち
度
で
あ
る
か
ら
、
ど
ん
な
こ
と
で
も
「
御
為
」
の
こ
と
だ
と
思
わ
れ
れ
ば
遠
慮
な
く
申
し
出
る
こ
と
。
こ
れ
は
藩
主
義
真
の
考
え
で
こ

の
通
り
だ
、
と
伝
え
た
。
こ
ち
ら
も
津
江
の
み
に
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
対
馬
か
ら
長
崎
へ
派
遣
さ
れ
る
家
臣
へ
常
に
示
さ
れ
た
も
の
だ
と
思

わ
れ
る
。
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③
　
　
　
　
　
　
　

覚

一
貴
殿
役
目
中
勤
之
儀
、
何
事
に
よ
ら
す
念
入
日
帳
ニ
留
置
、
交
代
之
刻
跡
役
江
引
渡
可
被
申
候
事
、

一
惣
而
出
家
・
山
伏
・
本
道
・
外
科
・
針
立
、
其
外
牢
人
・
藝
等
有
之
者
、
御
国
渡
海
之
儀
望
候
共
差
留
置
、
我
々
方
へ
被
申
越
請
差
図
可
被

申
候
、
前
以
無
付
届
差
渡
被
申
候
者
可
為
越
度
候
間
、
念
入
可
被
申
候
事
、

一
長
崎
表
之
儀
大
切
之
場
所
候
間
、
万
一
替
た
る
異
船
抔
参
候
ハ
ヽ
早
速
長
崎
御
政
所
江
被
仰
談
候
様
ニ
と
今
度
於
江
府
従　

公
儀
御
書
付
を

以
被
仰
出
候
、
若
左
様
之
儀
茂
有
之
者
、
急
度
以
飛
船
可
被
申
越
事
、

一
惣
而
諸
事
柄
毎
被
入
念
、
御
政
所
江
被
相
窺
、
被
得
御
差
図
候
儀
抔
者
、
後
日
之
証
拠
ニ
成
候
様
ニ
手
紙
ニ
而
茂
差
置
候
様
ニ
可
被
相
心
得

候
事
、

一
公
儀
之
儀
者
格
別
御
内
證
向
之
儀
少
茂
御
責
無
之
様
ニ
被
相
心
得
、
手
代
ニ
茂
毎
度
可
被
申
付
候
事
、

一
他
国
江
若
朝
鮮
漂
流
人
在
之
候
節
者
、
早
速
長
崎
へ
被
相
送
候
、
彼
地
滞
留
対
州
到
着
迄
者
飯
米
等
従　

公
儀
被
成
下
候
、
漂
流
人
宿
之
儀

者
代
官
方
ゟ
内
證
ニ
而
借
調
候
、
唐
船
入
津
之
時
分
等
者
別
而
宿
を
者
借
兼
難
儀
た
る
由
承
届
候
、
従　

公
儀
御
馳
走
被
仰
付
候
事
ニ
候
へ

ハ
宿
之
儀
茂
願
上
候
ハ
ヽ
従　

上
被　

仰
付
首
尾
茂
可
有
之
哉
、
内
々
左
様
被
相
心
得
貴
殿
了
簡
之
様
ニ　

御
政
所
御
両
人
様
御
家
老
衆
迄

願
被
申
何
と
そ
相
済
候
様
可
被
仕
候
、
又
漂
流
人
之
内
病
人
等
有
之
候
へ
ハ
医
者
・
外
科
之
儀
只
今
迄
内
証
ニ
而
頼
来
る
候
、　

御
政
所
ゟ

被
仰
付
候
ハ
ヽ
療
治
領
料
之
出
精
茂
違
可
申
事
候
、
是
又
右
之
通
可
被
相
心
得
候
、
尤
無
紛
事
ニ
候
故
難
計
儀
茂
可
有
之
候
へ
共
、
何
と
そ

其
時
之
以
了
簡
、
内
々
願
被
申
可
然
存
候
事
、

以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

多
田
與
左
衛
門

寅
年
十
月
廿
八
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

樋
口
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

杉
村
伊
織

　
　
　
　
　
　
　

津
江
左
太
郎
殿

　

こ
の
「
覚
」
は
六
条
か
ら
な
っ
て
い
て
、
長
崎
で
の
職
務
の
詳
細
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
一
条
目
に
は
、
職
務
記
録
で
あ
る
「
日
帳
」
を
つ
け
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る
こ
と
と
、
交
代
時
に
後
役
に
そ
れ
を
引
き
継
ぐ
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
そ
し
て
二
条
目
は
長
崎
か
ら
対
馬
へ
の
渡
航
許
可
の
件
で
、「
出
家
・

山
伏
・
本
道
・
外
科
・
針
立
、
其
外
牢
人
・
藝
等
有
之
者
」
の
入
国
を
宗
家
が
警
戒
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
聞
役
に
と
っ
て
対
馬
へ
の
入
国
者

管
理
が
日
常
業
務
の
な
か
で
重
要
視
さ
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
今
回
の
幕
府
の
指
示
に
関
す
る
内
容
が
三
条
目
で
、「
一
長
崎
表
之
儀
大
切
之
場

所
候
間
、
万
一
替
た
る
異
船
抔
参
候
ハ
ヽ
早
速
長
崎
御
政
所
江
被
仰
談
候
様
ニ
と
今
度
於
江
府
従
公
儀
御
書
付
を
以
被
仰
出
候
、
若
左
様
之
儀
茂
有

之
者
、
急
度
以
飛
船
可
被
申
越
事
」
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
万
一
変
わ
っ
た
船
が
長
崎
に
来
航
し
た
場
合
、
国
元
へ
は
飛
船
を
用
い
て
知
ら
せ
る
よ

う
に
と
の
指
示
だ
っ
た
。
こ
れ
に
続
く
四
条
目
で
は
、
長
崎
奉
行
所
か
ら
の
指
図
に
は
後
日
何
か
生
じ
た
時
の
証
拠
と
な
る
か
ら
手
紙
を
国
元
に
送

る
こ
と
を
命
じ
て
お
り
、
つ
ぎ
の
五
条
目
で
は
、
職
務
柄
公
儀
の
こ
と
で
、
と
く
に
御
内
證
に
つ
い
て
少
し
も
せ
が
む
こ
と
が
な
い
よ
う
に
心
得
て
、

手
代
に
も
そ
の
都
度
命
じ
る
よ
う
に
と
念
を
押
し
て
い
る
。
最
後
の
六
条
目
で
は
、
朝
鮮
漂
流
人
へ
の
対
応
を
委
し
く
指
示
し
て
い
る
。

　

以
上
を
ふ
ま
え
る
と
、
聞
役
の
通
常
任
務
に
関
る
も
の
が
①
～
③
の
三
通
で
あ
っ
て
、
別
稿
で
原
文
を
紹
介
し
た
も
の
が
、
新
た
な
幕
府
か
ら
命

じ
ら
れ
た
事
柄
に
対
応
し
た
も
の
と
し
て
追
加
さ
れ
た
と
い
っ
た
建
付
け
だ
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。

三
　
長
崎
に
お
け
る
情
報
収
集
の
成
果

　

対
馬
か
ら
長
崎
へ
派
遣
さ
れ
た
津
江
は
前
任
者
の
田
中
所
右
衛
門
と
と
も
に
交
代
の
お
礼
の
た
め
に
長
崎
奉
行
所
を
一
一
月
二
七
日
に
訪
れ
、
長

崎
奉
行
川
口
源
左
衞
門
と
対
面
し
た
。
そ
の
場
面
な
ど
を
津
江
は
国
元
の
家
老
（
杉
村
伊
織
・
樋
口
左
衛
門
・
多
田
与
左
衛
門
・
平
田
直
右
衛
門
）

へ
書
き
送
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
が
一
一
月
晦
日
付
の
「
津
江
左
太
郎
長
崎
ゟ
差
越
候
覚
書
之
写
」（【
史
料
３
】）
で
、
一
六
条
（
①
～
⑯
）
か
ら
な
り
、
内
容
は
三
つ
に
分

け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

①
～
④
が
津
江
と
長
崎
奉
行
川
口
と
の
や
り
取
り
、
⑤
～
⑩
ま
で
が
川
口
の
家
老
味
岡
勘
兵
衛
と
の
や
り
取
り
、
⑪
～
⑯
は
長
崎
奉
行
所
訪
問
を

経
た
う
え
で
の
津
江
の
考
え
と
な
っ
て
い
る
。
内
容
は
、
別
稿
で
分
析
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
津
江
が
自
分
の
意
思
を
伝
え
て
い
る
点
に
注
意
が
必

要
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
宗
家
の
国
元
は
、
津
江
の
意
思
を
判
断
の
材
料
と
考
え
て
い
た
。

12

（7）

長崎県立大学論集（経営学部・地域創造学部）　　第５8巻 第 2号



　
【
史
料
３
】

　
　
　
　

津
江
左
太
郎
長
崎
ゟ
差
越
候
覚
書
之
写

①
一
十
一
月
廿
七
日
田
中
所
右
衛
門
私
同
道
仕
交
代
之
御
禮
ニ
川
口
源（

宗

恒

）

左
衞
門
様
江
致
参
上
御
逢
被
成
候
ニ
付
私
口
上
ニ
而
申
上
候
ハ
、
対（
宗
義
真
）

馬
守

申
付
候
ハ
、
今
度
於
江
戸
表
被
仰
付
候
ハ
長
崎
表
之
儀
大
切
之
場
所
候
間
、
万
一
替
た
る
異
国
船
な
と
参
候
ハ
ヽ
早
速
長
崎
御
奉
行
所
江
可

遂
御
相
談
之
旨
御
書
付
御
渡
被
下
候
、
若
左
様
之
節
者
勤
之
儀
如
何
可
仕
候
哉
、
其
外
口
上
之
覚
書
致
書
載
候
、
右
之
通
委
敷
奉
窺
御
差
図

之
通
御
家
老
中
ゟ
御
書
付
請
取
差
越
候
様
ニ
と
申
付
候
、
宜
御
差
図
奉
給
之
旨
対
馬
守
申
付
候
、

②
一
源
左
衞
門
御
返
答
ニ
、
従
対
馬
守
殿
御
音
礼
被
成
下
忝
奉
存
候
、
就
夫
家
来
共
へ
之
口
上
之
覚
書
委
鋪
令
披
見
候
、
今
度
於
江
戸
対
馬
守
殿

江
御
書
付
御
渡
被
遊
候
付
而
委
細
之
書
付
承
届
候
、
御
老
中
ゟ
西
国
大
名
衆
長
崎
手
寄
之
御
方
江
何
茂
御
書
付
御
同
前
ニ
御
渡
被
遊
候
由
、

先
頃
江
戸
ゟ
被
仰
下
候
、
未
替
た
る
異
国
船
参
着
不
仕
目
ニ
見
へ
さ
る
御
事
故
、
兼
而
如
何
様
共
御
差
図
難
仕
候
、
又
者
対
州
江
着
船
候
而

茂
御
同
前
之
御
事
候
、
至
其
節
御
差
図
可
仕
よ
し
被
仰
聞
候
、

③
一
私
御
返
答
申
上
候
者
、
尤
至
其
節
可
奉
窺
候
得
共
対
州
之
儀
者
海
上
遠
方
と
申
、
其
上
難
海
之
儀
候
得
者
心
儘
渡
海
難
仕
候
、
御
差
図
之
御

到
来
及
遅
進
候
而
者
大
切
之
御
事
奉
存
候
、
依
之
兼
而
対
馬
守
奉
得
御
内
意
由
申
上
候
、

④
一
源
左
衞
門
様
被
仰
候
ハ
、
被
申
聞
候
通
尤
存
候
、
然
共
江
戸
ゟ
兼
而
被
仰
付
茂
無
御
座
候
處
為
自
分
目
ニ
見
へ
さ
る
了
簡
難
仕
御
座
候
、
至

其
節
御
差
図
可
仕
候
条
其
段
対
馬
守
殿
江
申
進
給
候
様
ニ
と
被
給
、
家
来
ニ
被
致
相
談
候
様
ニ
と
被
仰
付
候
故
、
退
座
仕
候
、

⑤
一
御
家
老
味
岡
勘
兵
衛
と
申
仁
、
此
方
ゟ
之
覚
書
被
持
出
被
申
聞
候
ハ
、
唯
今
源
左
衛
門
如
申
入
候
目
ニ
見
へ
さ
る
御
事
故
難
計
由
申
候
、
飯

米
・
水
・
木
等
望
候
ハ
ヽ
命
つ
な
き
申
事
之
侭
少
者
可
被
成
下
候
由
被
申
聞
候
、

⑥
一
私
返
答
申
候
ハ
、
覚
書
ニ
如
致
書
載
候
対
州
之
内
江
替
た
る
異
国
船
抔
参
、
若
碇
を
も
お
ろ
し
候
ハ
ヽ
、
如
何
様
ニ
申
付
候
而
可
然
哉
と
申

入
候
、

⑦
一
勘
兵
衛
被
申
聞
候
ハ
、
替
た
る
船
他
方
へ
未
参
着
仕
た
る
事
終
無
御
座
候
故
御
差
図
難
仕
御
座
候
、
併
人
質
御
取
被
成
候
儀
者
、
邪
法
宗
之

者
故
御
遠
慮
御
尤
奉
存
候
、
梶
御
取
揚
船
入
江
ニ
引
込
被
置
、
長
崎
表
江
被
遂
御
案
内
、
御
差
図
次
第
ニ
被
仰
付
如
何
可
有
御
座
哉
と
被
申

聞
候
、

⑧
一
私
返
答
仕
候
ハ
、
被
仰
聞
之
通
梶
心
安
相
渡
船
入
江
ニ
引
揚
候
事
此
方
心
之
侭
ニ
随
ひ
候
者
長
崎
江
遂
御
案
内
御
差
図
可
奉
待
候
得
共
、
梶
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不
相
渡
船
引
揚
候
儀
不
致
承
引
候
ハ
ヽ
如
何
可
仕
候
哉
、
其
内
ニ
得
順
風
可
致
出
帆
用
意
仕
候
者
押
付
梶
可
被
取
揚
と
仕
候
者
可
及
異
儀
候
、

其
節
者
討
取
不
申
候
哉
、
是
又
御
差
図
茂
無
御
座
ニ
左
様
ニ
仕
候
儀
、
弥
大
切
奉
存
候
、
右
之
段
者
如
何
可
仕
候
哉
と
申
入
候
、

⑨
一
勘
兵
衛
被
申
聞
候
ハ
、
如
仰
御
了
簡
難
被
成
可
有
御
座
候
、
監
（
長
崎
奉
行
：
和
澄
）

物
殿
御
代
ニ
常
々
唐
船
他
国
江
漂
着
之
刻
御
行
規
之
次
第
江
戸
表
江
被
得

御
意
候
へ
共
、
如
何
様
共
御
差
図
無
御
座
由
、
監
物
殿
ゟ
源
左
衞
門
ニ
被
申
聞
候
、
依
之
源
左
衞
門
茂
弥
難
計
旨
申
候
、
御
覚
書
者
此
方
ニ

可
被
召
置
哉
、
又
御
取
締
可
被
成
哉
と
被
申
聞
候
、

⑩
一
私
申
候
ハ
、
源
左
衞
門
様
江
奉
窺
候
様
ニ
と
対
馬
守
申
付
候
覚
書
故
被
召
置
被
下
候
様
ニ
と
申
入
、
勘
兵
衛
相
渡
置
候
、
則
所
右
衛
門
致
同

道
退
出
仕
候
、

⑪
一
源
左
衞
門
様
只
今
之
御
差
図
之
御
様
躰
奉
察
候
ニ
、
替
た
る
異
国
船
参
候
ハ
ヽ
到
其
節
江
戸
表
江
御
窺
被
遊
、
従
江
戸
之
御
差
図
を
御
請
被

遊
候
而
、
何
之
御
大
名
様
方
江
茂
可
被
仰
渡
候
御
様
子
、
奉
推
察
候
、

⑫
一
源
左
衛
門
様
長
崎
御
仕
置
之
次
第
沙
汰
仕
候
ハ
、
少
々
之
御
事
ニ
而
茂
江
戸
表
江
被
得
御
差
図
被
仰
付
由
ニ
御
座
候
、
殊
当
秋
役
目
ニ
被
入

念
由
ニ
而
、
五
百
石
之
御
加
増
御
拝
領
之
由
ニ
御
座
候
、

⑬
一
宮
城
監
物
様
御
事
十
一
月
朔
日
ニ
江
戸
へ
御
参
着
、
同
四
日
大（

老

中
：
忠

朝

）

久
保
加
賀
守
様
於
御
宅
被
仰
渡
候
者
長
崎
御
仕
置
不
宜
候
故
御
役
被
召
上
候
、

与
力
・
同
心
之
儀
者
御
暇
被
成
下
候
間
、
何
方
成
共
心
次
第
有
付
候
様
大（
長
崎
奉
行
：
基
哲
）

澤
左
兵
衛
様
を
以
被
仰
渡
候
、
監
物
様
ニ
者
御
逼
塞
被
遊
候
由
今

月
廿
四
日
御
奉
行
所
へ
御
左
右
到
来
仕
候
由
申
候
、
爰
元
ニ
而
沙
汰
仕
候
ハ
、
監
物
様
今
年
御
勤
之
内
ニ
抜
荷
有
之
候
處
、
江
戸
表
江
不
被

伺
死
罪
等
ニ
被
仰
付
、
其
後
如
斯
仕
置
申
付
候
由
御
案
内
有
之
由
、
ケ
様
之
御
事
ニ
而
も
可
有
御
座
哉
と
風
聞
仕
候
、
聢
為
仕
沙
汰
ニ
而
無

御
座
候
、

⑭
一
監
物
様
右
之
御
首
尾
故
、
弥
源
左
衞
門
様
江
此
方
之
御
覚
書
五
ケ
條
奉
伺
候
而
茂
、
中
々
御
差
図
被
成
御
事
ニ
而
無
御
座
候
、
殊
外
少
之
事

ニ
而
茂
大
切
被
成
江
戸
へ
御
伺
被
遊
候
由
、
何
茂
附
士
・
町
人
等
之
取
沙
汰
御
座
候
、

⑮
一
不
依
何
事
唯
今
之
御
様
躰
ニ
而
者
御
書
付
等
請
取
之
、
又
者
家
老
衆
ゟ
手
紙
之
端
ニ
茂
証
拠
ニ
罷
成
書
付
等
者
、
殊
外
遠
慮
被
仕
様
子
ニ
御

座
候
、

⑯
一
五
ケ
條
之
御
覚
書
弥
御
差
図
不
被
請
候
而
者
無
御
心
元
被
思
召
上
御
事
ニ
候
ハ
ヽ
、
大
沢
左
兵
衛
様
当
地
へ
御
着
被
遊
候
而
源
左
衛
門
様
御

両
人
中
江
、
従　

殿
様
御
状
被
遣
候
右
之
五
ケ
條
御
直
札
ニ
不
被
遊
候
而
者
中
々
御
返
答
被
遊
間
敷
奉
存
候
、
私
躰
只
今
罷
渡
源
左
衞
門
様
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御
仕
置
之
勤
大
切
之
御
事
何
共
難
儀
千
万
奉
存
候
、
乍
憚
存
寄
之
通
申
上
候
、

丙
寅
十
一
月
晦
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

津
江
左
太
郎

　
　

杉
村
伊
織
様

　
　

樋
口
左
衛
門
様

　
　

多
田
與
左
衞
門
様

　
　

平
田
直
右
衛
門
様

�

（
○
数
字
は
、
筆
者
に
よ
る
）

　
【
史
料
３
】
と
同
日
付
回
答
の
表
題
は
「
承
合
候
覚
書
」（【
史
料
４
】）
で
あ
っ
た
。
津
江
佐
太
郎
か
ら
国
家
老
の
杉
村
伊
織
・
樋
口
左
衛
門
・
多

田
与
左
衛
門
・
平
田
直
右
衛
門
へ
送
ら
れ
た
も
の
で
八
条
（
①
～
⑦
）
か
ら
な
る
。

　
【
史
料
４
】

　
　
　
　
　

承
合
候
覚
書

①
一
松（

黒

田

光

之

）

平
右
衛
門
佐
様
長
崎
御
屋
敷
番
士
安
見
正
左
衛
門
と
申
仁
ニ
御
書
付
之
通
承
合
候
処
、
正
左
衛
門
被
申
聞
候
ハ
、
右
衛
門
佐
様
領
分
へ
替

た
る
異
国
船
着
船
候
ハ
ヽ
警
固
之
番
船
数
十
艘
付
置
、
早
速
長
崎
御
奉
行
所
へ
遂
御
案
内
御
差
図
次
第
可
仕
候
、
若
浦
津
或
渡
中
ニ
而
右
之

異
国
船
可
抜
出
様
躰
ニ
候
ハ
ヽ
、
何
と
そ
押
留
候
而
、
其
上
ニ
茂
致
出
帆
候
ハ
ヽ
可
仕
様
茂
無
之
候
、
其
通
を
長
崎
御
奉
行
所
へ
御
案
内
可

申
上
由
被
申
付
置
候
、

②
一
押
留
及
異
儀
討
取
候
儀
者
手
寄
御
座
候
得
共
、
御
差
図
茂
無
御
座
御
事
故
、
何
と
そ
色
々
仕
候
而
不
抜
出
様
仕
候
得
之
由
申
付
置
候
、

③
一
右（
黒
田
光
之
）

衛
門
佐
様
者
長
崎
御
番
所
之
承
故
、
領
内
替
た
る
異
国
船
参
着
之
節
者
家
老
共
并
大
組
之
物
頭
、
其
外
数
千
人
警
固
仕
筈
御
座
候
、
長
崎

よ
り
御
差
図
次
第
ニ
右
之
異
国
船
長
崎
江
被
召
寄
候
ヘ
ハ
、
即
其
節
警
固
之
士
不
残
長
崎
表
江
送
参
筈
御
座
候
、

④
一
當
春
茂
常
々
唐
船
弐
艘
右
衛
門
佐
領
分
江
漂
着
仕
候
、
長
崎
江
送
届
候
ニ
大
名
分
之
物
壱
人
・
物
頭
数
十
人
・
船
手
奉
行
・
関
船
廿
四
・
五

艘
ニ
而
唐
船
壱
艘
送
届
申
候
、
唐
人
之
入
目
不
残
馳
走
被
申
付
候
、
其
外
相
替
儀
無
御
座
由
被
申
候
、

⑤
一
松（

鍋

島

光

茂

）

平
丹
後
守
様
長
崎
御
屋
敷
番
士
廉
口
伊
左
衛
門
と
申
仁
ニ
御
書
付
之
通
承
合
候
處
、
伊
左
衛
門
被
申
聞
候
ハ
、

丹
後
守
領
内
ニ
海
少
請
所
無
御
座
候
、
内
海
者
有
之
候
得
共
異
国
船
参
着
申
所
ニ
而
無
之
候
、
依
之
右
之
用
意
不
仕
候
、
丹
後
守
儀
者
長
崎

13
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御
番
所
之
役
相
勤
候
得
共
、
当
秋
又
於
江
戸
御
書
付
御
渡
長
崎
表
之
儀
大
切
之
場
所
ニ
被
思
召
上
候
間
、
万
一
替
た
る
異
国
船
参
候
者
早
速

長
崎
へ
欠
付
奉
行
江
可
相
談
之
旨
被　

仰
付
候
、
当
年
者
丹
後
守
当
番
故
弥
大
切
ニ
奉
存
由
被
申
聞
候
、
其
外
相
替
儀
無
御
座
候
、

⑥
一
細
川
越（
綱
利
）

中
守
様
長
崎
御
屋
敷
番
士
杉
原
儀
左
衛
門
と
申
仁
ニ
御
書
付
之
通
承
合
候
処
、
儀
左
衛
門
被
申
聞
候
ハ
、
越
中
守
領
分
之
海
為
請
所

無
御
座
、
天
草
と
申
所
海
有
之
候
得
共
松（
島
原
城
主
：
忠
房
）

平
主
殿
頭
様
御
領
内
御
座
候
、
其
外
内
海
有
之
候
得
共
異
国
船
参
申
所
無
御
座
候
、

　

：
當
秋
於
江
戸
大（

老

中
：
忠

朝

）

久
保
加
賀
守
様
御
宅
江
越（
細
川
綱
利
）

中
守
被
召
寄
御
書
付
御
渡
被
下
候
ハ
、
越
中
方
領
分
ゟ
毎
度
邪
法
宗
之
者
数
百
人
顕
出
候
、
領
内

之
仕
置
宗
旨
之
吟
味
弥
可
念
入
候
、
殊
長
崎
表
之
義
者
大
切
之
場
所
候
間
、
万
一
替
た
る
異
国
船
参
候
ハ
ヽ
早
速
長
崎
奉
行
江
可
相
談
之
旨

御
書
付
御
渡
被
成
候
故
、
何
茂
長
崎
附
士
中
承
合
可
申
と
存
候
得
共
、
只
今
諸
大
名
之
附
士
在
所
江
被
居
候
故
来
春
之
儀
ニ
可
仕
之
由
被
申

聞
候
、

⑦
一
長
崎
江
唯
今
被
居
候
附
士
右（
黒
田
光
之
）

衛
門
佐
様
・
丹（
鍋
島
光
茂
）

後
守
様
・
越（
細
川
綱
利
）

中
守
様
三
家
に
し
て
は
居
不
申
候
故
難
承
合
御
座
候
、
来
春
夏
な
く
て
は
委
細
難

相
知
御
座
候
、

　

右
之
通
承
合
候
様
被
仰
付
候
故
、
如
此
御
座
候
、
以
上
、

丙
寅
十
一
月
晦
日　
　
　
　
　
　
　

津
江
左
太
郎

　

杉
村
伊
織
様

　

樋
口
左
衛
門
様

　

多
田
与
左
衛
門
様

　

平
田
直
右
衛
門
様

　

ま
ず
①
～
④
は
、
黒
田
家
の
安
見
正
左
衛
門
か
ら
得
た
情
報
で
あ
る
。
黒
田
家
は
鍋
島
家
と
共
に
隔
年
で
長
崎
港
口
の
番
所
（
西
泊
・
戸
町
）
に

兵
を
詰
め
て
い
た
が
、
こ
の
貞
享
三
年
は
当
番
で
あ
っ
た
。
つ
づ
く
⑤
は
鍋
島
家
の
こ
と
で
、
長
崎
御
屋
敷
番
士
廉
口
伊
左
衛
門
が
対
応
し
た
。
⑥

は
細
川
家
で
、
長
崎
屋
敷
番
士
杉
原
儀
左
衞
門
が
対
応
し
た
。
熊
本
の
細
川
家
は
長
崎
に
島
原
の
松
平
家
と
共
に
御
用
船
を
提
供
し
た
。
こ
れ
ら
三

家
か
ら
津
江
は
情
報
を
収
集
し
て
国
元
に
知
ら
せ
た
が
、
内
容
は
別
稿
で
分
析
し
た
通
り
で
あ
る
の
で
そ
ち
ら
を
参
照
さ
れ
た
い
。

14

（11）

長崎県立大学論集（経営学部・地域創造学部）　　第５8巻 第 2号



お
わ
り
に

　

本
稿
で
紹
介
し
た
史
料
か
ら
、
対
馬
宗
家
が
幕
府
か
ら
の
指
示
に
従
う
た
め
長
崎
奉
行
の
考
え
を
知
ろ
う
と
す
る
動
き
を
見
せ
、
そ
の
役
割
を

担
っ
た
の
が
津
江
で
あ
っ
た
こ
と
。
そ
し
て
対
馬
宗
家
が
期
待
し
た
情
報
を
長
崎
で
得
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
こ
か
ら
対
馬
宗
家
の

期
待
に
応
え
ら
れ
な
か
っ
た
当
時
の
長
崎
の
政
治
環
境
が
知
れ
た
わ
け
だ
が
、
お
そ
ら
く
幕
府
が
期
待
し
た
状
況
で
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
幕
府

対
外
政
策
は
、
こ
う
し
た
構
造
的
課
題
を
常
に
抱
え
て
い
た
の
で
あ
り
、
長
崎
に
お
け
る
幕
藩
関
係
の
理
解
を
深
め
て
い
く
た
め
に
は
こ
う
し
た
点

に
配
慮
し
て
研
究
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
一
七
世
紀
の
長
崎
聞
役
（
宗
家
で
は
、
こ
の
時
期
「
代
官
」）
に
関
す
る
史
料
は
少
な
く
、
今
回
紹
介
し
た
職
務
交
代
の
事
例
は
、

実
際
の
情
報
収
集
活
動
の
あ
り
方
な
ど
を
も
知
れ
る
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
聞
役
は
一
九
世
紀
の
史
料
を
も
と
に
多
く
語
ら
れ
て
き
た
が
、

そ
う
し
た
状
況
が
実
際
い
つ
か
ら
は
じ
ま
っ
た
の
か
、
今
回
紹
介
し
た
よ
う
な
史
料
の
発
掘
が
こ
れ
か
ら
も
重
要
で
あ
ろ
う
。

１　

先
行
研
究
に
つ
い
て
は
、
酒
井
雅
代
『
近
世
日
朝
関
係
と
対
馬
藩
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
二
二
年
）
の
序
章
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

２　

荒
野
泰
典
が
漂
流
民
送
還
体
制
の
な
か
で
対
馬
宗
家
と
長
崎
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
（
同
『
近
世
日
本
と
東
ア
ジ
ア
』
東
京
大
学
出
版
会
、一
九
八
八
年
）。

３　

岡
本
健
一
郎
「
唐
船
対
応
の
め
ぐ
る
長
崎
聞
役
の
役
割
」（『
研
究
紀
要
／
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
編
』（
五
）、
二
〇
一
〇
年
）。

４　

岡
本
健
太
郎
「
近
世
長
崎
に
お
け
る
対
馬
藩
御
用
商
人
末
次
家
の
役
割
」（『
研
究
紀
要
／
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
編
』（
一
〇
）、
二
〇
一
六
年
。

５　

岡
本
健
一
郎
「
対
馬
藩
に
お
け
る
長
崎
屋
敷
移
転
と
御
用
商
人
」（『
研
究
紀
要
／
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
編
』（
六
）、
二
〇
一
一
年
）。
同
「
幕
末
期
維
新
期
、
対

馬
藩
長
崎
屋
敷
運
営
と
御
用
商
人
」（『
研
究
紀
要
／
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
編
』（
一
一
）、
二
〇
一
七
年
）。
同
「
近
世
長
崎
に
お
け
る
大
名
長
崎
屋
敷
の
交
際
と
地

役
人
」（『
研
究
紀
要
／
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
編
』（
一
五
）、
二
〇
二
〇
年
）。

６　
『
江
戸
幕
府
の
対
外
政
策
と
沿
岸
警
備
』（
校
倉
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）
第
六
章
。「
寛
政
九
年
の
対
馬
情
報
と
幕
府
の
異
国
船
対
策
」（『
日
本
歴
史
』
八
二
六
号
、

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
七
年
）、
中
野
等
編
『
中
近
世
九
州
・
西
国
史
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
二
四
年
）。

７　
「
近
世
日
本
に
お
け
る
海
外
情
報
の
入
手
ル
ー
ト
と
質
：
朱
一
貴
の
乱
（
台
湾
）
情
報
を
事
例
に
」（『
長
崎
学
：
長
崎
市
長
崎
学
研
究
所
紀
要
』
創
刊
号
、

二
〇
一
七
年
）。

８　
『
九
州
文
化
史
研
究
所
紀
要
』
六
七
号
、
二
〇
二
四
年
。

９　
「
御
内
證
向
御
書
物
控
」（
大
韓
民
国
国
史
編
纂
委
員
会
蔵
、
対
馬
宗
家
文
書　

記
録
類
五
二
五
七
）。

10　
「
貞
享
三
年
丙
寅
年　

津
江
左
太
郎
長
崎
役
目
中
被
仰
付
候
御
用
向
并
従
彼
地
申
越
候
書
状
之
写
」（
大
韓
民
国
国
史
編
纂
委
員
会
蔵
、
対
馬
宗
家
文
書　

記
録
類 15
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五
二
五
九
）。

11　

岡
本
は
、
貞
享
三
年
田
中
所
右
衛
門
時
よ
り
長
崎
聞
役
と
称
さ
れ
始
め
た
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
が
（
前
掲
岡
本
健
一
郎
「
唐
船
対
応
の
め
ぐ
る
長
崎
聞
役
の
役

割
」）、
実
際
に
は
ま
だ
こ
の
時
期
は
「
代
官
」
を
使
用
し
て
い
た
。

12　

前
掲
「
貞
享
三
年
丙
寅
年　

津
江
左
太
郎
長
崎
役
目
中
被
仰
付
候
御
用
向
并
従
彼
地
申
越
候
書
状
之
写
」。

13　

前
掲
「
貞
享
三
年
丙
寅
年　

津
江
左
太
郎
長
崎
役
目
中
被
仰
付
候
御
用
向
并
従
彼
地
申
越
候
書
状
之
写
」。

14　

拙
著
「
江
戸
幕
府
の
長
崎
支
配
と
大
名
課
役
：
松
平
忠
房
の
「
長
崎
御
用
」
を
事
例
に
」『
長
崎
県
立
大
学
国
際
情
報
学
部
研
究
紀
要
』（
一
五
）、
二
〇
一
四
年
。

15　

山
本
博
文
『
長
崎
聞
役
日
記
―
幕
末
の
情
報
戦
―
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
九
年
）
ほ
か
。

　
〔
付
記
〕
本
稿
は
、
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費22K

00901

に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（13）
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